
 

 

＜ポイント＞ 

1 本週間と準備期間に各種広報を行うほか、安全パトロールの実施、労働安

全に関する講習会の開催、個別指導などを実施します。 

2 「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」の重点取組期間を８月末まで

延長して、熱中症予防の徹底を図ります。 

3 労働局長による建設現場パトロールを実施します。 

詳細は後日お知らせいたします。 

  

 

 

 

 

 

 報道関係者 各位 

「全国安全週間」を契機に労働災害防止を図ります 
  ～７月１日から全国安全週間 （６月は準備期間）～ 

   

 本年も、企業をはじめ関係各界での安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、６月を「準備期間」

（６月１日～30日）とし、７月１日の国民安全の日から始まる１週間（７月１日～７日）を「本週間」

として全国安全週間 注 1 が実施されます。 

今年度の全国安全週間のスローガンは、 

「高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場」 です。 

 

千葉県における令和４年の労働災害発生状況は、死亡災害が 23 人と、前年より２人増加し、休業４日

以上の死傷災害は 12,548人と、前年に比べ 6,141人、86.0％と大幅な増加となりました。 

労働災害が増加した背景には、職場における新型コロナウイルス感染者の増加や労働者の高齢化の

影響などがあります。また、転倒や腰痛といった、労働者の作業行動に起因する労働災害が顕著に増加

しています。 

 このような現状に鑑み、千葉労働局（局長：岩野剛）では、労働災害を少しでも減らし労働者一人一

人が安全に働くことができる職場づくりのため、本年度を初年度とする第 14 次労働災害防止計画に基づ

く施策を推進しています。 

千葉労働局では、全国安全週間を契機に、県内各地域で講習会を開催するなど労働災害抑止への

取組を強化することとしています。 

 

 

 
注１ 今年で全国安全週間は９６回目になります。 
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7月 8月

□ 労働衛生管理体制の確立 事業場での熱中症予防の責任体制を確立

□ 暑さ指数の把握の準備 JIS規格に適合した暑さ指数計を準備し、点検

□ 作業計画の策定
暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止

に関する事項を含めた作業計画を策定

□ 設備対策の検討
簡易な屋根、通風または冷房設備、

散水設備の設置を検討

□ 休憩場所の確保の検討 冷房を備えた休憩場所や涼しい休憩場所の確保を検討

□ 服装の検討
透湿性と通気性の良い服装を準備、身体を

冷却する機能をもつ服の着用も検討

□ 緊急時の対応の事前確認
緊急時の対応を確認し、

労働者に周知

□ 教育研修の実施 管理者、労働者に対する教育を実施

【主唱】厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事

業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、一般社団法人全

国警備業協会 【協賛】公益社団法人日本保安用品協会、一般社団法人日本電気計測器工業会 【後援】関係省庁（予定）

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

確実に実施できているかを確認し、□に
チェックを入れましょう！

（R５.３）厚生労働省・千葉労働局・各労働基準監督署

●実施期間：令和５年5月1日～9月30日（準備期間４月、重点取組期間７月・８月）

準備期間

準備期間（４月１日～４月30日）

迷わず救急車を
呼びましょう！

令和５年５月～９月

職場における熱中症により、毎年約20人が亡くなり、約600人が４日以上仕事を休ん

でいます。夏季を中心に「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、職

場での熱中症予防に取り組みましょう！

― 熱中症予防対策の徹底を図ろう ―

STOP！熱中症

労働災害防止キャラクター

キャンペーン
実施要綱

キャンペーン期間

重点取組期間



□ 暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加

□ 暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底

□ 水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底

□ 作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加

□ 熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を実施

□ 体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請

□ JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握

地域を代表する一般的な暑さ指数（環境省）を参考とすることも有効

測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底

STEP
1

STEP
2

キ ャ ン ペ ー ン 期 間 （ 5 月 ～ 9 月 ） に す べ き こ と

□ 暑さ指数の低減 準備期間に検討した設備対策を実施

□ 休憩場所の整備 準備期間に検討した休憩場所を設置

□ 服装 準備期間に検討した服装を着用

□ 作業時間の短縮 作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止

□ 暑熱順化への対応
7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に延長

※新規入職者や休み明け労働者に注意

□ 水分・塩分の摂取 水分と塩分を定期的に摂取

□ プレクーリング 作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減

□
健康診断結果に

基づく対応

次の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経

関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

□ 日常の健康管理
当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒が熱中症

の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に確認

□
作業中の労働者の

健康状態の確認

巡視を頻繁に行い声をかける、労働者にお互いの

健康状態を留意するよう指導

□ 異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず一旦作業を離れ、

病院に搬送する（症状に応じて救急隊を要請）などを措置

※全身を濡らして送風することなどにより体温を低減

※一人きりにしない

暑さ指数の把握と評価

環境省
熱中症予防情報

サイト

重 点 取 組 期 間 （ 7 月 ・ ８ 月 ） に す べ き こ と



千葉労働局・管内各労働基準監督署では、ＷＢＧＴ指

数計（熱中症指数計）の展示及び測定実演を行ってお

ります。

また、無料のオンライン講習動画「ＷＢＧＴ指数計を

用いた作業環境管理の方法について」等をご案内いた

します。

労働局・監督署にお越しの用がありましたら、安全衛

生の窓口にお立ち寄りください。

（担当者外出中や機器持ち出し中の場合はご容赦願い

ます。貸出は行っておりません。）

千葉労働局・管内労働基準監督署

実測れば分かる!!

実施内容：令和５年６月１日～９月３０日

・ ＷＢＧＴ（熱中症）指数計の展示・実演

・ オンライン講習動画のご案内

・ ＷＢＧＴ指数計活用事例の紹介

は か



職場における熱中症予防情報 検索

学ぼう！備えよう！職場の仲間を守ろう！

職場における熱中症予防情報

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

厚生労働省が開設するウェブサイトでは、次のようなオン
ライン講習動画を、どなたでも無料でご活用いただけます。
１．熱中症が発生する原理と発生時の措置
２．熱中症予防対策として有効な対策（管理者向け）
３．熱中症予防対策として有効な対策（作業者向け）
４．ＷＢＧＴ指数計を用いた作業環境管理の方法について
５．熱中症予防対策の好事例

また、導入しやすいＷＢＧＴ指数計活用事例（ＷＢＧＴ
値の実測、ＷＢＧＴ基準値に基づく評価等、ＷＢＧＴ値の低
減等）を紹介しています。

厚生労働省熱中症対策キャラクター

チューイ カン吉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ＷＢＧＴ（暑さ指数）とは

ＷＢＧＴとは①気温の効果、②湿度の効果、③輻
射熱の効果の３つを取り入れた温度の指標で、熱中
症の発生と高い相関を示す指標です。
気温・湿度・輻射熱の効果は、１：７：２で、湿

度が大きな割合を占めています（屋外の場合）。

暑さ指数を感覚的に判断するのは難しいことで
す。ＪＩＳ規格に適合したＷＢＧＴ指数計（熱
中症指数計）を使ってＷＢＧＴ値を実測し、熱
中症予防対策を実施しましょう。

https://neccyusho.mhlw.go.jp/


 労働安全衛生法（第６条）に基づき、厚生労働大臣が、労働災害の防止に関し基本となる目標、重点課題等を定める５

か年計画のことです。

 国の第14次労働災害防止計画（計画期間：令和５年度～令和９年度）は、令和５年３月８日付けで通知されています。

（厚生労働省発基安0308第1号）

【参照条文（労働安全衛生法）(抄)】
第六条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画（以下「労働

災害防止計画」という。）を策定しなければならない。

第13次労働災害防止計画期間における労働災害発生状況等

労働災害防止計画とは

 第13次労働災害防止計画期間においては、死亡者数の減少を図ることができました。

 一方で、休業４日以上の死傷者数は増加しました。

増加した要因として、中小事業者や第三次産業における安全衛生対策の取組の遅れ、60歳以上労働者の増加の影響が考

えられます。

 中高年齢の女性をはじめとして労働者の作業行動に伴う労働災害（転倒等）が約４割を占めています。

転倒防止対策や高年齢労働者に配慮した職場環境の整備等、中小事業者や第三次産業を中心に
自発的な取組を促す環境整備が必要です
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令和５年４月から、第14次千葉労働局労働災害防止計画（以下「14次防」という。）が始まりました。
14次防は、第13次労働災害防止計画期間中における労働災害の発生状況や課題など、千葉労働局管内の安全衛

生を取り巻く現状を踏まえて策定されています。
14次防の概要について、以下お知らせいたします。

第14次千葉労働局労働災害防止計画（概要）
計画期間：令和5年(2023年)4月1日～令和10年(2028年)3月31日
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重点対策における取組の進捗状況を確認する指標（アウトプット指標）を新たに設定し、達成目標（アウトカム指標）を定めています。

主なアウトプット指標 主なアウトカム指標

○労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

・転倒災害対策（ハード・ソフトの両面からの対策）に取り組む事業場の割合を
50％以上とする。等

・転倒の死傷年千人率の増加に歯止めをかける。

○高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

・ 「エイジフレンドリーガイドライン（高年齢労働者の安全と健康確保のための
ガイドライン）」に基づく取組を実施する事業場の割合を50％以上とする。

・第13次労働災害防止計画期間における60歳以
上の死傷者数の増加率と比較して、第14次労
働災害防止計画中の増加率を減少させる。

○労働者の健康確保対策の推進

・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を2027年までに80％以上とする 等 ・仕事等に関する強い不安、ストレス等がある
労働者の割合を50％未満とする。

死亡災害：５％以上減少 死傷災害：増加傾向に歯止めをかけ2027年までに減少

• 安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価される環境整備
（安全衛生に取り組むことによる経営や人材確保・育成の観点
からの実利的なメリット等について周知）

• 労働安全衛生におけるDXの推進（ウェアラブル端末等の新技術

の活用） 等

• 中高年齢の女性をはじめとして高い発生率となっている転倒等に
つき、経済的損失の「見える化」と、転倒等災害防止の設備等の
普及を図る

• 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術（ノーリフトケア）
等、腰痛の予防対策の普及を図る 等

• トラックからの荷の積み卸し作業に関する墜落・転落防止対
策の徹底 等

• 足場の点検の確実な実施、一側足場の使用範囲の明確化等、
墜落・転落災害防止対策の徹底 等

• 機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策の徹底 等
• 非定常作業におけるリスクアセスメントの実施を指導

• 「テレワークガイドライン」や「副業・兼業ガイドライン」の
周知

• 安全衛生教育マニュアルを活用した、外国人労働者への安全衛

生教育や健康管理の実施

計画の重点対策

計画の方向性

⚫ 事業者の安全衛生対策の促進と社会的に評価される環境の整備を図っていく。そのために、厳しい経営環境等さまざまな事情が

あったとしても、安全衛生対策に取り組むことが事業者の経営や人材確保・育成の観点からもプラスであると周知する。

⚫ 転倒等の個別の安全衛生の課題に取り組んでいく。

⚫ 誠実に安全衛生に取り組まず、労働災害の発生を繰り返す事業者に対しては厳正に対処する。

• 「エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康
確保のためのガイドライン)」に基づく対策の促進（エッセンス
版等による周知啓発）

• 有害物質による健康障害の防止措置を事業者に義務付ける
労働安全衛生法第22条の規定に関連する省令の内容を周知

• メンタルヘルス対策・過重労働対策の推進
• 治療と仕事の両立支援の推進 等

• 化学物質による健康障害防止対策の推進
• 石綿、粉じんによる健康障害防止対策の推進
• 熱中症、騒音による健康障害防止対策の推進

自発的に安全衛生対策に取り組むための

意識啓発
①

多様な働き方への対応や外国人労働者等

の労働災害防止対策への推進
④

高年齢労働者の労働災害防止対策の推進③

化学物質等による健康障害対策の推進⑧

労働者の健康確保対策の推進⑦

業種別の労働災害防止対策の推進策の推進

陸上貨物運送事業、建設業、製造業、石油コンビナート
⑥

個人事業者等に対する安全衛生対策の

推進
⑤

労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行

動に起因する労働災害防止対策の推進
②

事業者は、労働者の協力を得て①～⑧の重点対策に取り組むこととしています。

労働局・労働基準監督署が取り組む事項は以下の通りです。

主な計画の目標


